
龍神チェンソーカービング倶楽部
定 款

第１章 総則

第１条 （名 称）
この会は龍神チェンソーカービング倶楽部という。

第２条 （事務局）
この会は、事務局を有限会社チェンソーアート・ジャパン内
（田辺市龍神村柳瀬1471-15）に置く。

第２章 目的及び事業

第３条 （目 的）
１．（会員）会員相互の技術向上や親睦をはかること。
２．（事業）地域の地場産業の発展に寄与すること。
３．（活動）チェンソーカービングの安全普及と活動維持・発展。
４．（意義）人間のクラフト技術を後世へ伝えていくこと。
５．（精神）人間生活環境の維持、自然環境の循環を重要とし、チェンソーカービン

グを通じ、その精神と技術を、後世へ伝えていくこと。

第４条 （事 業）
この会は、前条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
１．練習会、交流会、その他
２．各関係団体との連携・交流
３．チェンソーカービングの普及活動
４．会員への活動支援（材料供給案内、技術講習案内、イベント案内 等）
５．活動状況の情報発信
６．その他目的を達成するために必要な事業

第３章 会 員

第５条 （種 別）
１．この会の会員は、正会員及び賛助会員の2種とする。
・正会員はチェンソーカービングをおこなう個人で年会員制。
（ビジター会員及び家族会員制度は2009年2月10日をもって廃止）
・賛助会員はチェンソーカービングに関わる企業で年会費制。

第６条 （入 会）
１．正会員への入会希望者は、入会申込書を事務局を経由し、役員に提出し、役員会

の承認を請け、別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
２．賛助会員への入会は、入会申込書を事務局を経由し、役員に提出し、役員会

の承認を請け、別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。

第７条 （特 典）
１．正会員は次の特典を受ける。
・この会の催しへの年間を通した優先的参加権
・資料等の優先配布
・Ｔシャツ配布（イベント時等）
・総会議決権
・家族で加入される場合は家族特典を有す

２．賛助会員は次の特典を受ける。
・この会が発行する全ての制作物に企業名（ロゴ）を印字
・正会員向けに商品を推薦
・この会の催しへの年間を通した案内送付と参加権



第８条 （会員の義務）
１．会員は、チェンソーカービング作業における安全対策（安全防具）を必ず着用し

なくてはならない。
２．会員は、チェンソーカービング作業現場における喫煙は原則禁止とする。

ただし、指定の喫煙所や安全地帯での携帯灰皿持参による喫煙は除外する。
３．会員は、チェンソーカービング作業における使用チェンオイルは生分解制（バイ

オ・植物性）に限定する。
４．会員は、チェンソーカービング作業における残材（木端、おが粉）を有効に利用

し、環境の維持に心がける。

第９条 （退 会・休 会）
１．この会にふさわしくない行為行動をした会員や会へのいちじるしい侵害行為等を

した会員は、役員会および総会で退会を言い渡される。
２．退会希望者、休会希望者は役員会の承認を得て退会（または休会）する。
３．退会、休会問わずいったん納金された入会金及び会費は一切返還されない。
４. 休会している正会員は、年会費を新たに納めることにより復帰することができる。

第４章 役 員

第10条 （役 員）
この会は次の役員を置く。
会 長 １名
副会長 １名
事務局長 １名
会計 １名
監事 １名

第11条 （職 務）
１．会長は、この会を代表し、会務を統括する。
２．副会長は、会長を補佐し、会長が何らかの理由により欠けた時、その職務を代行

する。
３．事務局長は、この会の企画、事務を管理する。
４．監事は、会務を監査し、総会に報告する。
５．会計は、経理を担当する。

第12条 （任 期）
全ての役員は会員の推薦とし、任期は２年とする。ただし再任を妨げない。
ただし、何らかの理由により役員会及び総会において、解任もありえる。
その場合、新しい役員を会員で推薦する。

第５章 会 議

第13条 （種 別）
この会の会議は、総会及び役員会の２種とし、総会は通常総会と臨時総会、役員会は
必要な際、その都度招集される。

第14条 （構 成）
１．総会は、正会員全員で構成する。
２．役員会は役員のみで構成する。

第15条 （権 能）
１．総会は、この定款の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

・事業計画（予算含）の決定
・事業報告（決算含）の承認
・その他、この会の運営に関する重要な事項

２．役員会は、この定款の別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
・総会の議決した事項の執行に関する事項
・総会に付議すべき事項
・その他、総会の決議を要しないと判断される会務の執行に関する事項



第16条 （開 催）
１．通常総会は決算後３ヶ月以内に開催する。
２．臨時総会は、必要に応じ開催する。
３．役員会は、必要に応じ開催する。
４．会議は全て会長が招集する。
５．定足数は、総会が正会員（活動会員）、役員会は常任役員の２分の１の出席がな
ければならない。

６．会議に欠席する会員、常任役員は委任状を提出し、出席とみなすことができる。
その場合、表決の委任は出席会員内の誰かとする。

７．総会の議長は、出席会員の中から選任し、役員会の議長は会長がおこなう。

第６章 会費及び会計年度

第17条 （会 費）
会費は、次のように定める。
１．正会員年会費 １万円、入会金１万円 （家族は年会費８千円）
２．協賛会員年会費 ３万円、入会金無し
３．催しごとの会費 その都度徴収（会員に限らず）

第18条 （会計年度）
会計年度は１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる。

第７章 保 険
第19条 （保 険）

この会は、イベントの開催時や作業時における事故等の保証を得るため、それにふさ
わしい保険に必要に応じて加入する。
１．正会員は、必ず何らかの傷害保険に加入していなくてはならない。（義務）

付 則
第20条 （定款の改廃）

この会の定款の改廃は、現状に合わせ役員会の決定を持って改廃する。
会員には改廃内容を総会時に発表する。

（定款の施行）
この定款の施行は、2005年４月９日からとする。
2009年２月１０日 役員会により改正、施行。
2013年２月２日 総会により改正、施行。
2014年１１月１０日 正会員特典の見直し改正、施行。
2016年２月２０日 協賛会員制度を導入、総会可決 施行。
2019年１１月２２日 第16条 定足数 正会員（活動会員）の限定 施行。


